
１０，６８７ 人

借金

町民１人当たりの貯金

財源を調整する為の積立金残高・・ 9億0,000万円 借金の残高は・・・・あと 60億6,980万円

借金を返す為の積立金残高・・・・・・ 10億5,422万円

その他の積立金残高・・・・・・・・・・・・ 4億8,995万円

事業収入

（町税）

パート収入

（使用料など）

その他

（繰越金、諸収入）

預金引出し

（基金の繰入れ）

親などからの援助

（地方交付税・補助金など）

借入金

（町債）

○町民１人あたりの歳出決算額（一般会計）

町民１人当たりの将来にわたる負担

自
主
財
源

町内会費・寄付金

17,500円

7.0％

25.5％

168,750円

67.5％

小計

依
存
財
源

750円

186,250円

74.5％

63,750円

小計

※四捨五入処理しておりますので合計が合わない場合があります。

100.0％
収入合計

250,000円

（積立金）

支出合計

（普通建設事業費）

ローン返済

（公債費）

子どもへの仕送り

（繰出金）

預金（貯金）

1.5％

32,340円

家の新築・改築など

生活費など

28.9％（人件費・扶助費）

光熱水費、車の購入など

（物件費）

（補助費等）

（維持補修費・災害復旧費）

貯金

約56万8千円

69,232円

収入(300万円／年間）

28,500円

支出（287万円／年）

約23万円

まちの財政（一般会計）を、年間収入３００万円の家庭に置き換えてみると１ケ月当たりの収入支出は･･･

※町の歳出経費を平成２４年３月末の人口１０，６８７人で割って計算しています。

６０万４千円／年

10,750円

4.3％

13.5％

11.4％

23,750円

9.5％

0.3％

23,477円

9.8％

3,593円

47,672円

239,557円

100.0％

2.2％

12.2％

29,226円

19.9％

28,747円

12.0％

5,270円

平成２３年度

家や車の補修費

６０億６，９８０万円２４億４，４１７万円

平成２４年３月末住民基本台帳人口

町の貯金と借金 （一般会計　平成２３年度末）

　平成２３年度に町民の皆さんに納めていただいた税金や、国・

県からの補助金・地方交付税などがどのくらい入り、どのように

使われたかを示す一般会計等決算が９月町議会定例会で承認

されました。

　 ６７億３，６８３万円の歳入（収入）に対して６４億５，５６３万円

の歳出（支出）があり、差し引き２億８，１２０万円は平成２４年度

に繰越されました。

ぜひご覧下さい!!

※上記のうち、地方債（借金）の種類ごとに異な
りますが、毎年返済する元金と利子の30％～
100%の割合で地方交付税（国から全国の市町
村に配分されるお金）において措置されます。



単位：万円

年度 平成22年度 平成23年度

款 決 算 額 決 算 額

176,452 200,080 13.4

80,344 78,833 △ 1.9

45,684 45,148 △ 1.2

103,677 81,773 △ 21.1

68,146 67,963 △ 0.3

70,666 63,692 △ 9.9

175,330 60,809 △ 65.3

328 1,939 491.2

23,479 21,765 △ 7.3

8,687 11,197 28.9

6,456 6,211 △ 3.8

4,647 6,153 32.4

0 0 0.0

763,896 645,563 △ 15.5

単位：万円

年度 平成22年度 平成23年度

款 決 算 額 決 算 額

291,182 294,579 1.2

78,949 76,677 △ 2.9

83,999 79,747 △ 5.1

190,085 58,935 △ 69.0

74,651 47,359 △ 36.6

37,284 51,124 37.1

22,161 21,059 △ 5.0

15,018 21,591 43.8

20,506 20,970 2.3

956 1,469 53.7

229 173 △ 24.5

815,020 673,683 △ 17.3

合 計

災 害 復 旧 費

消 防 費

議 会 費

商 工 費

労 働 費

一般会計の目的別歳出決算の状況

◆収入

町 債

◆支出 前年度比
（ ％ ）

民 生 費

公 債 費

64億5,563万円

寄 付 金

合 計

負担金及び使用料

繰 入 金

繰 越 金

地 方 譲 与 税 等

財産収入及び諸収入

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

前年度比
（ ％ ）

地 方 交 付 税

町 税

土 木 費

総 務 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

教 育 費

予 備 費

       67億3,683万円

　決算額（一般会計）は、平成２２年度と比較して１１億８，３３３万円、１５．５％

の減となりました。

　目的別に見てみますと、教育費で１１億４，５２１万円の減と大幅に下がって

おりますが、これは、多良木小学校の校舎改築及び各小学校施設の耐震補強

事業の終了によるものです。また、民生費においては、多良木学園改築事業

等により１３．４％の伸びとなっています。その他の費目については全体的に昨

年度より減少しており、国の経済対策関連事業の終了による影響が大きいも

のとなっております。

　公債費（借金返済）につきましても平成２０年度決算をピークに減少に転じま

したが、引き続き多額の支出が必要で高い水準で推移する見込です。

　        歳出総額

        　64億5,563万円

       歳入総額

　決算額（一般会計）は、平成２２年度と比較して１４億１，３３７万円、１７．３％

の減となりました。

　主な減額の要因としましては、国の経済対策関連交付金・小学校耐震改修

関連交付金事業等の終了により国庫支出金や地方債の新規発行が減少した

ことなどがあげられます。

　収入総額の４３．７％を地方交付税（国からの配分金）が占めており、町税に

おきましては景気低迷及び人口の減少等により減収傾向にあります。このよう

に地方交付税に依存した財政運営となっておりますので、今後、地方交付税

が減額されることになりますと更に厳しい財政運営を迫られる事になります。

67億3,683万円

県支出金
11.8％

国庫支出金
8.8％

町債
7.0％

町税
11.4％

地方交付税
43.7％

繰越金
7.6％

繰入金　0.2％

寄付金　0.1％

負担金及び
使用料
3.1％

財産収入及び
諸収入
3.2％

地方譲与税等
3.1％

民生費
31.0％公債費

12.2％

土木費
7.0％

総務費
12.6％

衛生費
10.5％

農林水産業費
9.9％

災害復旧費
0.3％

消防費
3.4％

議会費
1.7％

商工費
1.0％

労働費
1.0％

教育費
9.4％



国民健康保険特別会計
平成22年度 平成23年度 ３，６５４万円

歳入 １４億８，７０１万円 １５億１，２３３万円 ３，７１７万円

歳出 １３億６，１９３万円 １３億９，２１６万円 ６，２１１万円

差引額 １億２，５０８万円 １億２，０１７万円

後期高齢者医療特別会計 １億８，９９８万円

平成22年度 平成23年度 ９，９７２万円

歳入 １億２，１１８万円 １億２，１３７万円 １億８，３５９万円

歳出 １億１，６６３万円 １億１，７４６万円

差引額 ４５５万円 ３９１万円 １億６，３５８万円

介護保険特別会計 ２億３，０６２万円

平成22年度 平成23年度 ３，５９７万円

歳入 １２億５，６９１万円 １２億８，０５１万円 労働費
歳出 １１億９，０８３万円 １２億４，９５３万円 ４，２７５万円

差引額 ６，６０８万円 ３，０９８万円 １，８７８万円

久米財産区特別会計
平成22年度 平成23年度 ８，７３８万円

歳入 １，２６６万円 １，４７２万円 ７，２７０万円

歳出 １，００９万円 １，３３９万円 ３，４９０万円

差引額 ２５７万円 １３３万円

下水道事業特別会計 １，１１０万円

平成22年度 平成23年度 ２，２８０万円

歳入 ４億２，５２３万円 ５億２，８３８万円 土木費
歳出 ４億１，３８９万円 ５億１，４２７万円 ４，８１７万円

差引額 １，１３４万円 １，４１１万円 ２，３１９万円

上水道事業特別会計 １億７，７１７万円

収益的収支 平成22年度 平成23年度
収入 １億７，９０７万円 １億７，７４４万円 １億５，３９６万円

支出 １億５，２０８万円 １億６，４１３万円

差引額 ２，６９９万円 １，３３１万円 １億３，８６５万円

資本的収支 平成22年度 平成23年度 ２，６９６万円

収入 ９５０万円 ０万円 ８，３６３万円

支出 ７，０３３万円 １億３，０４０万円

差引額 △６，０８３万円 △１億３，０４０万円 １，２７３万円

６６６万円

７億８，８３３万円

　

多良木町 財政再生基準

実質赤字比率 － ２０％

連結実質赤字比率 － ３５％

実質公債費比率 １５．２％ ３５％

将来負担比率 ９７．２％ －

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字がないため、比率は発生しません。

※資金不足比率については公営企業会計に赤字がないため、比率は発生しません。

緑の産業再生プロジェクト促進事業

球磨郡公立多良木病院負担金

平成２３年度の主な事業費
総務費

民生費

乳幼児医療費扶助事業

緊急雇用創出事業

衛生費
人吉球磨広域行政組合負担金（ごみ・火葬場等）

ふるさと雇用再生特別事業

多良木町商工会運営補助

多良木町緊急地域経済対策事業（住宅リフォーム）

商工費

※資本的収支の不足額については当該年度分消費税及び地方消費
税の調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしています。

町道永原線整備事業（繰越分）

町道湯原線整備事業（繰越分含む）

下水道事業特別会計繰出金

消防費
上球磨消防組合負担金

小学校改築・補強事業（繰越分含む）

公債費

農業用施設・林業用施設災害復旧事業

災害復旧費

公共土木施設災害復旧事業

２５％

３５０％

庁舎太陽光発電設備工事

庁舎照明器具ＬＥＤ化工事

きめ細かな交付金事業（繰越分）

多良木学園園舎改築工事（繰越分）

国民健康保険特別会計繰出金

介護保険特別会計繰出金

起債(借入金）の償還

早期健全化基準

柿川地区用水施設整備事業

農林水産業費
中山間地域等直接支払制度交付金

２０％

１５％

　自治体の財政を適正に運営することを目的として、国では平成１９年に財政健全化法を定めました。

　この法律は、新たな財政指標により、早期健全化と財政再生の２段階で自治体の財政悪化をチェックするとともに、特別会計や公営企業会

計も合わせた連結決算により、自治体の財政状況を明らかにしようとするものです。

　この財政指標では、早期健全化基準（黄信号）と財政再生基準（赤信号）が定められ、さらに上・下水道などの公営企業会計についても個

別に経営健全化基準（黄信号）が定められています。

平成２０年度の決算からは、この指標のいずれかが基準を上回った自治体には、財政の健全化に向けた計画の策定など、さまざまな制約が

課せられます。

　平成２３年度の決算に基づく算定の結果、多良木町では、いずれの指標も早期健全化基準を下回る数値となっています。

大久保遺跡群発掘調査事業

教育費

世代間交流グラウンド芝生化整備工事


